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▼▼▼▼空空空空きききき家家家家バンクのバンクのバンクのバンクの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする協定協定協定協定のののの締結締結締結締結にににに    

ついてついてついてついて    

 
■内容 

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会京都

府本部とそれぞれ「空き家バンクの運営に関する協定」を締結し、 

・空き家の売買又は賃貸借の仲介等を担う協力業者の募集 

・市定住促進ホームページ「なんくら」から協会ホームページへリンクなど両 

協会と協力して、空き家の有効活用の推進を図るものです。 

 

●協定締結式  

 ・公益社団法人京都府宅地建物取引業協会 

   日時：平成３０年８月１日（水）午後２時～３時 

   場所：南丹市役所本庁３号庁舎２階第４会議室 

 

 ・公益社団法人全日本不動産協会京都府本部 

   日時：平成３０年８月６日（月）午前１０時３０分～１１時３０分 

   場所：南丹市役所本庁３号庁舎２階第４会議室 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆この記事に関するお問い合わせ 

企画政策部 定住・企画戦略課 担当:高屋（電話 ０７７１-６８－０００３） 


